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平成１３年版情報通信白書第１章
「特集：加速するＩＴ革命」について

明治大学法学部専任講師 佐々木秀智

昨年１１月に「高度情報通信ネットワーク社会形

成基本法」（ＩＴ基本法）が制定され、ＩＴ社会へ

の移行のための基本理念、推進体制が確立され、

同法に従って、様々な分野でＩＴ関連法制度が整

備されつつある。そのなかで、今年の情報通信白

書の特集は、「加速するＩＴ革命～ブロードバンド

がもたらすＩＴルネッサンス～」と題して、ＩＴが

社会にいかに浸透しており、さらに普及させるた

めにいかなる社会的基盤を整備する必要があるか

について詳細な検討を行っている。これまでの通

信白書は、技術面に重点をおいていたが、今年の

情報通信白書は、法政策的・社会的な側面にも重

点をおいているとの印象を受ける。特に、第１章

�において、「ＩＴ社会実現への課題」として4つ

の政策課題を提示している点が注目される。ここ

では、法政策的観点から、白書の第1章について、

若干のコメントをしてみたい。

まず第一に、このような基本理念、推進体制の

確立および政策課題の提示は、世界的な動向から

すれば、遅きに失した感がある。白書でも整理さ

れているように（３６～３７頁）、ＩＴ化が進んでい

る各国では、すでにＩＴ化推進に関する基本理念、

推進体制を明確に法制化したうえで政策を実施し、

課題の提示・対応を行ってきたのである。この動

きの遅れがわが国のＩＴ化の遅れに明確に出てい

るように思われる。これまでの白書でも、いかな

る分野で法政策的対応が必要であるかについて積

極的に指摘・提言すべきであったのである。もっ

とも、今年の白書は、法政策的側面も重視してお

り、今後も継続すべきである。

第二に、しかしながら、後発であるがゆえのメ

リットもあり、情報格差（デジタル・ディバイド）

への対応も、ＩＴ基本法８条で規定され、白書で

も詳細な分析がなされている（９７頁以下）。

ただ、この問題に関する白書の分析について、

いくつかの疑問がある。

まず、インターネット利用の比率において、パ

ソコンと携帯電話・ＰＨＳに分けて分析がなされ

ているが、それらは同列に扱いうるか疑問である。

入手可能な情報の量・内容の点などにおいて、両

者に差があり、それらを考慮に入れるべきではな

いだろうか（たとえば、官邸や総務省などのホー

ムページに携帯電話・ＰＨＳからアクセスできな

い）。この差を考慮に入れれば、白書では、両方を

組み込んで格差が少ないとしている地域別のイン

ターネット利用比率も問題になってくるであろう。

また、インターネットを利用しない理由に関す

る分析もなされているが、ここで提示された理由

は、「格差」と直接に結びつくのか疑問である。

「お金がかかるから」（４７．２％）利用しないという

経済的な理由であれば、格差という言葉が当ては

まる。しかし、それ以上に大きい割合を占めてい

るのが、「関心がない」（７３．４％）、「魅力を感じな

い」（６７．２％）、「きっかけがない」（６３．５％）とい

ったものであって、これらの理由からインター

ネットを利用しないからといって、格差がある、
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情報弱者などとレッテルを貼ることができるので

あろうか。自らの価値判断によって利用しないと

している人に無理に利用させることまではできな

いのであり、結果として何らかの格差が生じても、

それはその人の責任である。公的な対応ができる

のは、その人がインターネットを利用したいと思

ったときに、何の障害もなくＩＴを習得すること

ができる環境の整備である。

さらに、情報格差との関連で、「情報リテラ

シー」という言葉がいかなる意味、内容をもつか

に関する説明が十分になされているか疑問である。

特に、白書では、情報リテラシーの具体的要素と

して、「情報機器の操作取扱いに加え、主体的に

情報源やそこから得られる情報を取捨選択し、収

集・活用できる能力など」をあげているが（１２０

頁）、その後の記述においては、情報機器の操作

取扱いが中心となり、「主体的に…」以下の部分

に関する言及が十分にはなされていないような印

象を受ける。情報機器の操作取扱いに関する配慮

も重要であるが、将来的には、「主体的に…」以

下の部分の能力の向上に向けた取組が必要になる

と思われる。

第三に、いくら電子商取引の利点を強調しても、

その影の部分への対応として、取引の安全性の確

保、個人情報の適正な取扱、詐欺的取引の防止な

どの消費者保護に関する法制度および体制が整備

されていなければ、一般消費者が電子商取引に魅

力を感じることはないであろう。この点、白書に

おいても（１１０頁以下）、電子商取引に対する消費

者の不安および消費者が必要とする措置のあり方

などが分析されている点は、評価できる。

これまでの電子商取引の環境整備に関する議論

は、技術的側面を重視したものが多かった。しか

し、技術面でのみ議論を深化させても、それを扱

う人間に規範遵守意識が存在しなければ、不十分

なものとなり、法的対応が必要とされるのである。

今年の白書では、電子商取引以外にも法制度の整

備状況について言及しているところがあるが、こ

こで重要なのは、（電子商取引に対する消費者の

不安の分析のような）ＩＴ化のためにいかなる法

政策的対応が必要であるかに関する国民のニーズ

を的確に把握することである。

第四に、今年の白書は、郵政省から総務省とな

り、また「通信白書」から、「情報通信白書」と

名称が変更になって、最初の白書である。これま

での通信白書では、郵政省の所掌事務の範囲内か

つその視点で白書が作成されていたが、今年1月

の省庁再編で、それまでの自治省、総務庁などと

統合されて総務省になったことから、これまでの

通信白書以上に広範な分野にわたって、多様な視

点から分析を試みることが可能になり、またそう

すべきである。しかしながら、名称は変更になっ

たが、ＩＴ化の進展によって生じた新たな問題分

野以外の内容に新しいものは少ない。ただ、この

ことは、総務省発足から半年余りしか経っていな

いことなどを考えれば、将来の課題であるともい

える。

以上、気づいた点をあげてみたが、白書では技

術的側面のみならず、多角的な分析が必要であり、

今年の白書は、その意味で新しい傾向を打ち出し

たといえる。法政策的側面以外にも、この傾向を

さらに推し進めるべきである。
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